
福知山河川国道事務所

由良川だより
～Report of YURA river 2022～

地域を守る、河川管理の取り組み
～親しみのある安全な川を目指して～

由良川防災ステーション



福知山河川国道事務所が取り組んでいる由良川や土師川の維持管理について、

わかりやすくお伝えします。

由良川だよりとは・・・
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トピック1．洪水からまちを守る（堤防等の整備）

▲由良川中流部連続堤防（前田地区）

連続堤防整備や輪中堤・宅地嵩上げの「由良川
緊急治水対策（福知山市及び綾部市域）」が完
成しました。

：輪中堤 （緊急水防災対策）（完了）

：宅地嵩上 （緊急水防災対策）（完了）

：連続堤 （緊急治水対策）（完了）

：輪中堤 （緊急治水対策）（完了）

：宅地嵩上 （緊急治水対策）（完了）

：河道掘削 （緊急治水対策）（完了）

：連続堤 （整備済）

：河川整備計画内だが緊急治水対策外

平成25年台風18号浸水区域

由良川沿川の平地
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平成25年台風18号
浸水範囲

連続堤防

前 田

 由良川下流部では、平成25年の台風18号の被害を踏まえ
「由良川緊急治水対策」を実施し、輪中堤の整備は完成し、
宅地嵩上げの補償契約も完了しています。

 由良川中流部では、これまで連続堤防の整備や河道掘削

などを実施しており、堤防整備は令和４年３月に完成

しました。



トピック1．洪水からまちを守る（総合的な治水対策 1/2）

 平成26年8月の集中豪雨により福知山市街地で甚大な浸水被害を受けました。そこで、国・京都府・福知

山市が連携し、床上浸水被害を軽減するため、総合的な治水対策に取り組み、対策が完成しました。

由良川流域（福知山市域）において、国・京都府・福知山市が連携し、
「総合的な治水対策」が完成しました。

【国土交通省】

法川排水機場 ポンプ増強 １２m3/s → ２７m3/s

荒河排水機場 ポンプ増強 １０m3/s → １３m3/s

弘法川排水機場 ポンプ新設 ― ９m3/s

排水ポンプ車ピット ポンプ新設 ― １１m3/s

弘法川排水機場法川排水機場

【 国による整備 】

荒河排水機場

ポンプ能力 約３倍増

－2－



トピック1．洪水からまちを守る（総合的な治水対策 2/2）

【京 都 府】

弘法川 ・法川河川改修 ２.２km

新荒河排水機場 ポンプ新設 １１m3/s

荒河調節池 新設

【福知山市】

和久市ポンプ場（耐水化含む） ポンプ増強 ８.４m3/s → ９.４m3/s

調整池(調節池)及びため池改良等 新設

※上記の総合的な治水対策と併せて、土師地区において実施していた段畑雨水ポンプ場の新設

（7.2m3/s）、 雨水貯留施設等の新設（1.8万m3）により効果を発現します。

新荒河排水機場

由良川流域（福知山市域）において、国・京都府・福知山市が連携し、
総合的な治水対策が完成しました。

－3－

 平成26年8月の集中豪雨により福知山市街地で甚大な浸水被害を受けました。そこで、国・京都府・福知

山市が連携し、床上浸水被害を軽減するため、総合的な治水対策に取り組み、対策が完成しました。

由良川

【 京都府による整備 】



トピック1．洪水からまちを守る（排水機場）

 令和4年7月3日の出水では、荒河､法川､弘法川

排水機場を運転し、約１７万m3(２５ｍプール

約４８０杯分)の内水を排除しました。

 令和4年7月９日の出水では、荒河､法川､弘法

川排水機場を運転し、約12万m3(２５ｍプール

約３２０杯分)の内水を排除しました。

 令和4年7月12日の出水では、荒河､弘法川排

水機場を運転し、約１９万m3(２５ｍプール約

５４０杯分)の内水を排除しました。

▼各排水機場のポンプ能力

排水機場は、排水ポンプを運転し内水を由良川へ排出することで、
市街地の浸水被害を軽減する役割を担っています。

ポンプ能力 25mプール※のポン
プ能力のイメージ

荒河
排水機場

最大 13 m3/s
（5.0m3/s×2 基）
（1.5m3/s×2 基）

25 m プールの水を
約28秒で排出可能

法川
排水機場

最大 27 m3/s
（4.0m3/s×3 基）
（1.5m3/s×2 基）
（2.0m3/s×6 基）

25 m プールの水を
約13秒で排出可能

弘法川
排水機場

最大 9 m3/s
（4.5m3/s×2 基）

25 m プールの水を
約40秒で排出可能

※25mプール：25m×12m×1.2m相当

③法川排水機場

②弘法川排水機場

①荒河排水機場（国）

②弘法川排水機場（国）

③法川排水機場（国）

①荒河排水機場
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出水期間中の対応として、由良川下流部へ排水ポンプ車４台を前進配
置し洪水に備えました。

▲排水ポンプ車の配置

トピック1．洪水からまちを守る（排水ポンプ車）

－5－

 福知山河川国道事務所では、排水ポンプ車を７台保有して

います。

 大きな出水では、道路冠水等により、排水ポンプ車が現地

に到着できない可能性があります。

 舞鶴市志高及び福知山市大江町に排水ポンプ車（各２台）

を前進配置し、洪水に備えました。

福知山河川事務所保有の排水ポンプ車配置箇所（R４出水期）

【下流部】
舞鶴市志高 ２台 （排水能力30m3/min ×2台=60m3/min ）
福知山市大江町 ２台 （排水能力30m3/min ×2台=60m3/min ）

【中流部】
福知山市内 ３台 （排水能力：計120m3/min ）

※排水能力30m3/minの排水ポンプ車１台で25mプールの水を12分程度で排水す
ることができます。



トピック1．洪水からまちを守る（由良川防災ステーション）

由良川流域の安全安心のため、水防活動拠点となる
「由良川防災ステーション」を整備しています。

▲由良川防災ステーション

←由良川

水防センター

(福知山市) 災害対策車格納庫

(国土交通省)

戸田橋

由良川
排水ポンプ車 照明車 対策本部車

土のう製造機 根固めブロック 備蓄土砂

▲由良川防災ステーションに配備してる資機材等
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 近年多発する大規模出水に対し、水防活動の拠点として円滑かつ効果的な河川管理施設の保全活動や

緊急復旧活動を行います。



トピック1．洪水からまちを守る（既存ダムの洪水調節機能強化）

浸水被害の低減のため、既存ダムの洪水調節機能を強化しました。

 水害の激甚化を踏まえ、既存ダムによる洪水調節機能の強化のため、由良川水系の河川管理者、ダム

管理者及び関係利水者間で「由良川水系治水協定」を締結しています。

 さらに、洪水調節機能の向上のための取組を継続・推進するため「ダム洪水調節機能協議会」を創設

しました。（令和3年度）

▲治水協定の対象ダム

大野ダム(京都府)

畑川ダム(京都府)

三宝ダム(兵庫県)

栗柄ダム(兵庫県)

和知ダム
(関西電力)

由良川ダム(関西電力)豊富ダム
(豊富用水
土地改良区)

治水協定の対象ダム

大野ダム(京都府)、畑川ダム(京都府)、

三宝ダム(兵庫県)、栗柄ダム(兵庫県)、

和知ダム(関西電力(株))、

由良川ダム(関西電力(株))、

豊富ダム(福知山市豊富用水土地改良区)

 治水協定により、既存の洪水調節容量

（約2,270万m3）に加え、最大約640

万m3の洪水調節可能容量を活用し、気候

変動等により頻発化、激甚化する洪水に

対して、流域の浸水被害低減を図ります。

－7－



平成28年5月26日(木)開催
▲排水ポンプ車の操作訓練

▲対策本部車と照明車の操作訓練

トピック1．洪水からまちを守る（災害対策用機械の操作訓練）

災害対策用機械の操作訓練を定期的に実施し洪水に備えています。

 災害対策用機械（排水ポンプ車、照明車、対策本部車）を出動させ、災害対応訓練を行いました。

 訓練は、河川・道路維持業者（受注者）と京都府建設業協会と共同で行いました。

 今後も訓練を継続し災害対応に備えます。

－8－

照明車 照明車 対策本部車 照明車 照明車 対策本部車



▲合同点検の様子

樋門の操作を行う操作員と共同で樋門の点検や操作訓練を行い、
出水対応に備えています。

トピック1．洪水からまちを守る（樋門の操作）

－9－

 樋門は、支川から本川に水を流すため、堤防の中をトンネルのよ
うに通り抜ける構造の施設です。樋門にはゲートがあり、ゲート
を閉めた場合、本川と支川の水の流れを遮断できる構造となって
います。

 樋門は、本川の水位が高くなった時にゲートを閉めて、支川に水
が逆流するのを防ぐ重要な施設です。

普段、ゲートは開けた
ままで、支川から本川
に水が流れる。

▲樋門の役割

操作水位

外水位
が上昇

内水位
も上昇

出水時、本川の水位が高い時に
ゲートを閉め、本川から支川への
流入を防ぎ、町の浸水被害を軽減
する

本川水位
が上昇

流入防止



○日 時：令和4年5月27日
○場 所：由良川防災ステーション、他２箇所
○参加者：京都府、陸上自衛隊、福知山警察署、

福知山市消防団、観音寺自主防災会、
福知山河川国道事務所 ほか（計13機関）

○日 時：令和4年6月3日
○場 所：由良川堤防右岸 (綾部市味方町)､ 他2箇所
○参加者：中丹広域振興局、中丹東土木事務所、

綾部警察署、綾部市消防団、綾部市消防本部、
福知山河川国道事務所

災害時に危険が予想される箇所や防災関連施設、災害想定と
対策について、関係機関と確認しました。

綾部市内における河川、道路の危険個所や防災施設について、
関係機関と確認しました。

●福知山市防災パトロール ●綾部市防災パトロール

トピック1．洪水からまちを守る（沿川市との連携）

▲由良川堤防強化箇所 ▲綾部市雨水ポンプ場▲由良川防災ステーション

 洪水時に危険が予想される箇所や対策工事を実施した箇所の確認を目的に、毎年沿川市と連携し防災
パトロールを行っています。

洪水時に危険が予想される箇所や対策工事などについて、
沿川市と共同で現場確認や情報共有を行っています。
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▲河川愛護モニター意見交換会

トピック2．地域からの意見を踏まえた取り組み(河川愛護モニター)

－1１－

 日常生活で河川の異常を発見した際の河川管理者への

通報、地域の方への河川愛護の普及啓発等を目的に、

河川愛護モニターの委嘱を行っています。

 由良川では6名の河川愛護モニターが活動しています。

河川愛護モニター制度を活用し、
河川利用者の視点を河川管理に活かす取り組みを行っています。

〇日常生活で河川と接するなかで、気付かれたこと
などを河川管理者へ報告
・ゴミ等の投棄、施設等の異常を発見した場合
・河川環境の変化、河川利用上の障害などを発見した場合
・河川管理や河川利用などに関する要望があった場合 など

○河川愛護思想の普及・啓発活動

河川愛護モニター

▲河川愛護モニターの活動範囲



▲不法投棄の啓発（由良川ゴミマップ）

トピック3．河川を調査・保全する（施設の点検）

▲施設点検

▲施設点検（樋門）

▲河川パトロール

※URL：https://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/river/gomi/index.html －1２－

 パトロールは、堤防などの変状やゴミの不法投棄の発見などを目的に日常的に実施しています。

 堤防の亀裂や護岸の損傷など河川管理施設の異常を詳細に把握するため、施設点検も実施しています。

 点検等で異常を確認した場合には、補修など必要な対策を実施しています。

河川の異常を早期に発見するため、
日常的なパトロールや施設点検を行っています。



水路の洗堀対策

対策前 対策後

樋門の土砂撤去

対策前 対策後Before After

Before After

パトロールや施設点検を踏まえ、河川管理施設を適切に管理し、
洪水を安全に下流へと流せる取り組みを行っています。

トピック3．河川を調査・保全する（施設の維持管理）

土砂撤去

－13－

管理用通路の整備

対策前 対策後Before After
不陸整備

洗堀対策

樋門の護岸補修

対策前 対策後Before Afterモルタル充填



 河道内に樹木が繁茂したり、土砂が堆積すると、河川内の水が流れにくくなります。

 そこで樹木の繁茂や土砂堆積を監視し、計画的に対策を進めています。

伐採前 伐採後

トピック3．河川を調査・保全する（河道内樹木・土砂堆積の調査）

河道内の樹木や土砂堆積の状況を監視し
計画的に樹木伐採や土砂掘削を行います。

▲樹木伐採の実施

（福知山市上天津付近）

「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」として、河道掘削や樹木伐採等を３年間（H30年度～R2年度）

で集中的に実施しました。令和3年度より新たに「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」として、河

道掘削や樹木伐採等を計画的に進めています。

－1４－



 利用者が安心して河川にふれあうことのできるよう、特に多くの利用者が予想される箇所を対象に、

安全利用点検を実施しています。

 点検の結果、安全な利用に支障がある箇所では、対策を実施しています。

危険箇所の対策

トピック4．河川を安心して利用する（安全利用点検）

河川を安全に利用していただくために、利用者の視点で点検を行い
危険な箇所の対策を実施しています。

※水辺の利用では「川の深み」「急な流れ」「気象の変化」などにも十分注意して安全にご利用
ください。

－1５－



【令和４年度対応】

 福知山市石原地先の大谷川（京都府管理区間）において、油の流出を発見。河川管理者(京都府)が

オイルフェンスを設置し、対策を行いました。（R4.4)

 福知山市岩間地先の土師川（京都府管理区間）において、油の流出を発見。由良川水質汚濁防止連

絡協議会にて対策を行いました。（ R4.7）

 福知山市和久市地先の由良川（直轄管理区間）において、油膜を発見。オイルフェンスを設置し、

対策を行いました。（R4.10)

・令和４年度は油の流出を3回確認し､緊急対策を行いました。
・水質事故発生時の迅速な対応のため､水質事故対応訓練を実施しています。

トピック4．河川を安心して利用する（水質事故対応・訓練）

【水質事故対応訓練】[水質汚濁防止連絡協議会]

由良川水系の汚濁防止と水質管理など水資源の保全を目的に、沿川の府県市町等により、「水質汚

濁防止連絡協議会」を設立しています。協議会では、水質事故発生時の迅速な対応に資するため、

「水質事故対応訓練」を実施しています。

－1６－



 地域の方と連携し河川の清掃活動を行うなど、自然豊かな由良川の環境保全に努めています。

○日 時：令和4年8月7日
○場 所：由良川（福知山市音無瀬橋付近）

●由良川の堤防清掃

○日 時：令和4年5月15日
○場 所：由良川（綾部市丹波大橋上下流）

●第10回由良川クリーン作戦

地域と連携し清掃活動などの環境保全に取り組んでいます。

トピック5．地域との連携（環境保全）

－1７－



○日 時：令和4年10月
○場 所：綾部市域
○参加者：小学生のみなさん

○日 時：令和4年6月
○場 所：綾部市域
○参加者：小学生のみなさん

▲水質の調査結果

由良川の豊かな自然環境を知ってもらう
ため、出前講座等を実施しています。

トピック5．地域との連携（環境学習）

－1８－

 水生生物調査や水質調査を通じて、由良川の豊かな自然につい

ての環境学習に取り組んでいます。

 「川にすむ生き物」や「川の水質」の調査を通じて、河川環境

を守る大切さを学んでいただきました。



トピック5．地域との連携（コスト縮減）

－１９－

 堤防除草で発生した刈草を有効活用するため、「刈草」や
「堆肥」を地域の皆様へ無料で提供しています。

 地域の方からはご好評をいただき、また刈草の処分費の縮
減にもつながっています。

堤防除草で発生した「刈草」や刈草から生産した「堆肥」を
地域の方へ提供しています。

▲堆肥の提供

▲提供する刈草（イメージ）



河川維持管理目標

河道流下断面に係る目標

これまでの河川改修等により確保された流下能力を
維持していきます。

河道、堤防、護岸・根固
め工・水制工、床止め、
堰・水門・樋門・排水機
場・ 水文・水理観測施設
等の機 能が維持されるよ
う、必要 な対策を実施し
ます。

河川区域等の適正な利用に関する目標

河川の自然的、社会的特
性、河川利用の状況等を勘
案しながら、河川の状態を
把握するとともに、河川敷
地の不法占用や不法行為等
への対応を行います。

河川環境の整備と保全に係る目標

生物の生息・生育・繁殖
環境、河川景観、人と川と
のふれあいの場、水質等に
ついて、由良川の特性や社
会的な要請等を考慮しなが
ら対応していきます。

 河川維持管理目標は、時間の経過や洪水・地震等の外力、人為的な作用等によって、本来河川に求められる

治水・利水・環境の目的を達成するための機能が低下した場合、これを適確に把握して必要な対策を行うた

めに設けるものです。

由良川の維持管理を計画的に行うため「由良川維持管理計画」 を作成
し、河川維持管理の目標を設定しています。

施設の機能維持に係る目標

環境学習の実施不法投棄の監視

維持修繕工事
樹木伐採の実施

－2０－



◎所在地・連絡先

 国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所

〒620-0875

京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

TEL. 0773-22-5104（代表）

 舞鶴出張所〈河口～福知山市大江〉

〒624-0912

京都府舞鶴市字上安1925

TEL. 0773-75-1001（代表）

 福知山出張所〈福知山市大江～新綾部大橋付近〉

〒620-0875

京都府福知山市字堀小字蛇ヶ端

TEL. 0773-22-2861（代表）

－21－


